
交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
の
に
、
検

察
官
が
そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
て

く
れ
な
い
（
不
起
訴
処
分
）。

こ
の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
方

の
た
め
に
検
察
審
査
会
が
あ
り
ま
す
。

検
察
審
査
会
で
は
11
人
の
審
査
員

が
審
査
を
し
ま
す
。
審
査
員
は
、
選

挙
権
を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
中
か

ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
い
つ
か
審

査
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
審
査
員
等
に
選
ば
れ

た
と
き
に
は
、
町
民
の
代
表
と
し
て

こ
の
仕
事
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。詳

し
い
こ
と
は
、
郡
山
検
察
審
査

会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。0

2
4
―
9
3
2
―
5
6
5
6

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や

す
く
な
る
時
期
を
迎
え
、
火
災
に
よ

る
死
傷
事
故
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ

こ
と
を
目
的
に
毎
年
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
機
会
に
、
家
庭
、
地
域
、
職

場
な
ど
で
火
災
予
防
に
つ
い
て
も
う

一
度
考
え
ま
し
ょ
う
。

9
月
の
水
質
検
査
結
果
は
、
別
表

の
と
お
り
で
す
。

平
成
18
年
度
の
幼
稚
園
、
保
育
園

及
び
児
童
園
の
入
園
児
童
を
募
集
し

が
、
30
名
程
度
を
上
限
と
し
ま
す
。

入
園
申
込
書
は
各
施
設
に
あ
り
ま

す
。
申
込
書
の
提
出
は
、
入
園
を
希

望
す
る
施
設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

幼
稚
園
、
保
育
園
に
現
在
入
園
中

の
乳
幼
児
で
、
引
き
続
き
入
園
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、
新
た
な
入
園
申

し
込
み
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
詳
し
く
は
行
政
区
回
覧
で

も
行
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
す
。

平
成
17
年
12
月
１
日（
木
）

〜
20
日（
火
）

【
幼
稚
園
】

①
入
園
で
き
る
児
童

満
4
歳
、
5
歳
の
幼
児

②
定
員

◇
小
野
わ
か
ば
幼
稚
園

1
4
0
名

【
保
育
園
】

①
入
園
で
き
る
児
童

家
庭
の
事
情
で
家
族
が

保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
乳
幼
児

②
定
員

◇
中
央
さ
く
ら
保
育
園

0
歳
児
（
生
後
6
カ
月
）

以
上1

2
0
名

◇
夏
井
お
お
す
ぎ
保
育
園

0
歳
児
（
生
後
6
カ
月
）
以
上

45
名

◇
飯
豊
ひ
ま
わ
り
保
育
園

3
歳
児
以
上
60
名

【
児
童
園
】

①
入
園
で
き
る
児
童

町
内
に
住
ん
で
い
る
3
歳
以
上

の
幼
児

②
定
員

◇
浮
金
つ
つ
じ
児
童
園

◇
羽
出
庭
つ
く
し
児
童
園

い
ず
れ
も
定
員
枠
は
あ
り
ま
せ
ん

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を

行
っ
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
る
税
金

で
す
。

個
人
事
業
税
の
納
期
限
は
、
第
１

期
分
が
8
月
末
日
、
第
２
期
分
が
11

月
末
日
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
今
年

度
の
第
2
期
分
の
納
期
限
は
11
月
30

日
（
水
）
と
な
り
ま
す
。

県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
か
ら
送

付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
最
寄
り

の
金
融
機
関
で
納
期
限
ま
で
に
納
め

ら
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
口
座
振
替
を
さ
れ
て
い
る

方
に
も
「
納
入
の
お
知
ら
せ
」
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
残
高
の
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
来
年
度
以
降
新
た
に
口
座

振
替
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
記
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

0
2
4
―
9
3
2
―
1
2
5
1


